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し尿中継業務委託【単価契約】仕様書 

 
１ 件  名   し尿中継業務委託【単価契約】 

２ 委託場所   酒田地区広域行政組合管内（酒田市、庄内町、遊佐町） 

３ 委託期間   令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 目  的   本業務は、公衆衛生の保全及びし尿の適正処理のため、構成市町のし尿 

         中継槽から組合のし尿処理施設への搬送業務を委託するものである。 

５ 業務内容   酒田市（３か所）、庄内町（１か所）、遊佐町（１か所）のし尿中継槽から 

 組合し尿処理施設までのし尿の搬送業務とする。 

(1) 令和８年度年間予定量は、１，５３０，０００リットルとする。 

過去の搬入実績は、別紙参考資料のとおり。 

 (2) 中継槽からの距離は下表のとおり 

市町名 中継槽設置場所 し尿処理施設までの距離 

酒田市 

八幡地区 39.8ｋｍ 

平田地区 22.8ｋｍ 

松山地区 31.2ｋｍ 

庄内町 立川地区 29.4ｋｍ 

遊佐町 吹浦荘付近 50.2ｋｍ 

  ※距離は、組合公用車トリップメーターによる計測値である。 

 (3) 搬送車両及び乗務員は受託者が確保するものとし、乗務員の人件費、車両の燃料費、維 

持費、業務にかかる消耗品及び安全管理に関する経費は受託者が負担する。 

(4) 組合のし尿処理施設への受入れ日時は、土日祝日及び１月１日から１月３日までを除く、 

月曜日から金曜日までとする。受入れ時間は午前８時４５分から午後４時３０分までとす 

る。 

６ 業務実施報告  受託者は、月ごとに搬入台数及びし尿搬入量を記載した搬入実績報告書

を翌月に速やかに委託者に提出するものとする。 

７ 契約の方法   １００リットル当たりの単価契約とする。 

８ 委託料の支払い 

(1) 委託料の支払いは毎月払いとし、委託者が搬入実績報告書を確認した後、受託者は請求

書を提出するものとする。 

(2) 委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から３０日以内に、委託料を受託者に支 

払うものとする。 

８ 受託者の責務 

 (1) 法令等の遵守 

   受託者は業務遂行にあたっては、労働基準法、労働安全衛生法、道路交通法、当該業務委 

  託に関する関係法令等を遵守し、適正な一般廃棄物収集運搬及び業務の事故防止に努める 

ものとする。  

 (2) 再委託の禁止 

   受託者は受託業務の全部又は主たる部分を第三者に請け負わせてはならない。ただし、 
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業務の一部を第三者に請け負わせる場合は、事前に委託者の承認を得なければならない。 

 (3) その他 

   受託者及び従事者は、業務の実施に当たり、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利

益のために使用してはならない。この契約が満了し、若しくは契約を解除され、又は従事

者の職務を退いた後においても同様とする。 

９ その他 

 (1) 業務遂行上における受託者が関与した事故等については、受託者が自らの責任において

解決すること。 

 (2) 委託者が必要と認めるときは、受託者に対しこの業務に関する報告を求めることができ

る。 

(3) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた事項については、双方が

協議し定めるものとする。 

 

 



令和３年度 （単位：ℓ）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

八幡地区 26,610 22,670 14,970 17,690 15,460 22,590 15,230 18,600 34,430 6,670 4,030 38,790 237,740
平田地区 10,980 3,710 3,810 26,500 15,060 11,140 0 22,780 37,020 22,850 5,450 36,280 195,580
松山地区 14,470 3,800 3,760 14,650 14,880 3,900 10,950 11,300 26,150 3,740 0 22,290 129,890
計 52,060 30,180 22,540 58,840 45,400 37,630 26,180 52,680 97,600 33,260 9,480 97,360 563,210

66,760 40,550 51,890 81,530 69,890 77,130 55,160 91,780 136,830 44,460 49,140 118,570 883,690
庄内町 立川地区 3,730 11,220 15,090 11,230 18,810 7,590 11,140 3,720 44,560 17,360 3,710 30,540 178,700

122,550 81,950 89,520 151,600 134,100 122,350 92,480 148,180 278,990 95,080 62,330 246,470 1,625,600

令和４年度 （単位：ℓ）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

八幡地区 22,690 16,010 22,890 15,760 9,100 10,510 15,290 19,400 28,000 6,780 15,620 25,140 207,190
平田地区 13,770 7,180 2,240 19,180 7,830 18,900 3,940 19,400 8,010 11,440 30,090 13,050 155,030
松山地区 7,400 7,620 7,420 15,450 11,900 3,670 17,760 7,600 11,670 0 11,010 15,960 117,460
計 43,860 30,810 32,550 50,390 28,830 33,080 36,990 46,400 47,680 18,220 56,720 54,150 479,680

66,000 50,520 82,970 146,600 105,140 72,700 93,180 89,800 88,360 61,230 67,100 67,530 991,130
庄内町 立川地区 14,390 4,100 3,770 14,770 13,910 18,140 25,070 6,880 15,700 18,490 7,650 11,670 154,540

124,250 85,430 119,290 211,760 147,880 123,920 155,240 143,080 151,740 97,940 131,470 133,350 1,625,350

令和５年度 （単位：ℓ）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

八幡地区 31,570 31,440 22,710 15,710 15,190 11,270 19,500 15,620 16,080 15,370 22,850 19,340 236,650
平田地区 10,280 3,790 15,090 8,100 11,360 11,300 11,430 3,740 7,570 30,430 7,510 0 120,600
松山地区 5,880 7,800 3,820 11,240 11,490 11,670 7,820 3,580 15,530 2,890 11,270 7,480 100,470
計 47,730 43,030 41,620 35,050 38,040 34,240 38,750 22,940 39,180 48,690 41,630 26,820 457,720

65,720 78,860 68,100 96,580 99,440 49,690 62,020 97,640 81,440 63,790 58,800 48,470 870,550
庄内町 立川地区 11,010 11,460 19,820 10,570 3,840 11,610 19,270 23,160 15,470 17,500 7,900 12,840 164,450

124,460 133,350 129,540 142,200 141,320 95,540 120,040 143,740 136,090 129,980 108,330 88,130 1,492,720

令和６年度 （単位：ℓ）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

八幡地区 19,410 15,250 15,450 3,350 42,450 15,650 23,600 35,200 39,050 4,620 8,360 22,680 245,070
平田地区 18,930 11,530 7,420 15,250 15,220 11,420 15,290 11,280 15,480 18,970 14,850 10,950 166,590
松山地区 11,950 3,750 7,670 19,450 7,770 16,220 9,420 3,970 12,150 4,850 7,290 13,670 118,160
計 50,290 30,530 30,540 38,050 65,440 43,290 48,310 50,450 66,680 28,440 30,500 47,300 529,820

62,160 53,230 63,600 86,190 81,510 53,730 67,300 58,350 68,060 44,350 75,220 72,450 786,150
庄内町 立川地区 3,810 24,190 1,970 7,910 28,300 4,740 23,100 7,510 26,560 7,140 2,060 14,080 151,370

116,260 107,950 96,110 132,150 175,250 101,760 138,710 116,310 161,300 79,930 107,780 133,830 1,467,340

令和７年度 （単位：ℓ）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

八幡地区 16,970 29,570 26,040 41,490 16,610 15,380 46,700 15,820 21,130 11,340 241,050
平田地区 6,110 13,050 3,100 15,510 10,790 6,230 3,800 14,210 7,680 13,310 93,790
松山地区 7,660 8,960 5,060 13,020 0 6,960 3,140 3,160 15,540 10,110 73,610
計 30,740 51,580 34,200 70,020 27,400 28,570 53,640 33,190 44,350 34,760 0 0 408,450

64,430 85,430 72,220 107,960 59,800 92,820 85,160 70,680 94,810 45,740 779,050
庄内町 立川地区 19,430 20,830 3,930 15,700 11,190 3,030 3,810 16,200 25,190 12,790 132,100

114,600 157,840 110,350 193,680 98,390 124,420 142,610 120,070 164,350 93,290 0 0 1,319,600
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中継業務の搬入量及び予算執行状況



酒田市（ 八幡） 管内中継槽設置位置

設置位置



酒田市（ 松山） 管内中継槽設置位置

設置位置



酒田市（ 平田） 管内中継槽設置位置

設置位置



庄内町（ 立川） 管内中継槽設置位置

設置位置



遊佐町管内中継槽設置位置図

設置位置


